
 

－1－ 

 

○
経
済
産
業
省
令
第 

 
 

号 
不
正
競
争
防
止
法
（
平
成
五
年
法
律
第
四
十
七
号
）
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
不
正
競
争
防
止

法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
に
規
定
す
る
外
国
の
国
旗
又
は
国
の
紋
章
そ
の
他
の
記
章
及
び
外
国
の
政

府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
監
督
用
若
し
く
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号
並
び
に
国
際
機
関
及
び
国
際
機
関
を
表
示
す
る
標

章
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和 

 

年 
 

月 
 

 
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

経
済
産
業
大
臣 

名 
 

 

不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
に
規
定
す
る
外
国
の
国
旗
又
は
国
の
紋
章
そ
の
他

の
記
章
及
び
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
監
督
用
若
し
く
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号
並
び
に
国
際
機
関

及
び
国
際
機
関
を
表
示
す
る
標
章
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

不
正
競
争
防
止
法
第
十
六
条
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
十
七
条
に
規
定
す
る
外
国
の
国
旗
又
は
国
の
紋
章
そ
の
他
の
記

章
及
び
外
国
の
政
府
若
し
く
は
地
方
公
共
団
体
の
監
督
用
若
し
く
は
証
明
用
の
印
章
又
は
記
号
並
び
に
国
際
機
関
及
び
国
際
機

関
を
表
示
す
る
標
章
を
定
め
る
省
令
（
平
成
六
年
通
商
産
業
省
令
第
三
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 



 

－2－ 

 

別
表
第
二
中
カ
ナ
ダ
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

二
十
一 

外
国
紋
章 

    

二
十
二 

外
国
紋
章 

 
 
黒 



 

－3－ 

 

 

二
十
三 

外
国
紋
章 

    

二
十
四 

外
国
紋
章 

 
 

黒 
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二
十
五 

外
国
紋
章 

     

二
十
六 

外
国
紋
章 

 

 

黒 
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二
十
七 

外
国
紋
章 

     

二
十
八 

外
国
紋
章 

  

黒 



 

－6－ 

 

別
表
第
二
中
チ
リ
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

コ
ロ
ン
ビ
ア 

一 

外
国
紋
章 

 



 

－7－ 

 

別
表
第
二
中
デ
ン
マ
ー
ク
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

八 

外
国
紋
章 

 



 

－8－ 

 

別
表
第
二
中
キ
ル
ギ
ス
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

二 

外
国
紋
章 

 



 

－9－ 

 

別
表
第
四
中
欧
州
連
合
軍
司
令
部
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

持
続
可
能
な
発
展
の

た
め
の
フ
ラ
ン
コ

フ
ォ
ニ
ー
機
構 

一 

持
続
可
能
な
発
展
の
た
め
の
フ
ラ
ン
コ
フ
ォ
ニ
ー
機
構 

二 
In

s
titu

t d
e

 la
 F

ra
n

c
o

p
h

o
n

ie
 p

o
u

r le
 d

é
v
e

lo
p

p
e

m
e

n
t d

u
ra

b
le

 

三 
IF

D
D
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四 
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別
表
第
四
中
装
備
協
力
共
同
機
関
の
項
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

六 
 

 

 



 

－12－ 

 

別
表
第
四
中
ワ
イ
ン
に
関
す
る
国
際
事
務
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

国
際
オ
リ
ー
ブ
協
会 

一 

国
際
オ
リ
ー
ブ
協
会 

二 
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附 

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和 

 

年 
 

月 
 

 

日
か
ら
施
行
す
る
。 


